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会長
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経済産業省製造産業局１麓顛覆龍藁

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から令和２年３月１０日

付け警察庁丙組組企発第１０８号、 警察庁警備局長から令和２年３月１０日付

け警察庁丙備企発第１１４号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知

らせします。
警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が令和２年３月９日付け外務

省告示第６５号により、 国家公安委員会委員長が令和２年３月１０日付け国家

公安委員会告示第９号によりタリバーン関係者等のリストの改正 （別表） を行

ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第２２

号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の届出義務を徹

底されたいというものです。

　

Ｉ Ｓ工Ｌ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも

留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国

が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を

お願いいたします。
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機 密 性 １１
警察庁丙組組企発第１０８号

警察庁丙備企発第１１４号
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年

　

３

　

月 １０

　

日

経済産業省製造産業局長

　

殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長
警

　

察

　

庁 警

　

備

　

局

　

長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その１３６）

　

この度、別添のとおり 「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対

象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」（令和２年３月９日付

け外務省告示第６５号）及び「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ

我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の

規定に基づき国際テロリストを公告する件」（令和２年３月１０日付け国家公安委員会告

示第９号） により資産 （財産） 凍結措置等の対象となる者の一部が改正された。

　

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、 これまでも、 犯罪による

収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第２２号。 以下「犯罪収益移転防止法」 と

いう。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、
また、タリバーン関係者等との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第

２２８ 号） 及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施す

る国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法律第１２４号。 以下

「国際テロリスト財産凍結法」という。） により規制されているところである。最近の厳

しい国際テロ情勢に鑑み、 宝石商に対し、 この度の改正内容を周知していただくととも

に、 Ｉ ＳＩＬその他のイスラム過激派組織やその関係者が本件タリバーン関係者等に含

まれていることにも留意し、引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引に

ついて犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底され、 また、タリバーン関係

者等との一定の取引について国際テロリスト財産凍結法等の規定が遵守されるよう、 よ

ろしくお取り計らい願いたい。
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御ｊ表）

［１． ～７８１．

　

同左］

［新設］

御Ｊ表）

［１‐ ～７８１．

　

略］

７ ８ ２．

　

ジャマー・アンシャルット・ダウラ（別称′：＠）ジェマー・ア

　　　　　

ン ショ ル ッ ト・ ダ ウラ （ｂ） ジャ マ ー ・ア ン シャノレッ ト・ ダ

　　　　

ウラ ッ ト

ＪＡＭＡＡＨＡＮＳＨＡＲＵＴ ＤＡＵＬＡＨ

（ａ．ｋ．ａ．： （ ＪｅｍａａｈＡｎｓｈｏｒｕｔＤａｕｌａｈ（ｂ）ＪａｍａａｈＡｎｓｈａｒｕｔ

Ｄａｕｌａｔ）

旧称：不明

所在地：不明

国連制裁委員会による指定日：２０２０年３月４日

　　　　

その他の情報：２０１５年に当時のＩＳＩＬ指導者アブー・ノ・

　　　　

クル．アル・バグダーディヘの忠誠を表明したインドネシ

　　　　

アの過激主義者グループの上部組織として設立された。 イ

　　　　

ラクのアル・カーイ ダ （４５３．に指定した団体）としてリ

　　　　

ス トに掲載されているイ ラクと しバント地方のイスラム国

　　　　

と関係がある。 同団体に対するインターポール （国際刑事

　　　　

幣察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン

　　　　　

ク ： ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ‐ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅｓ

　　　　

／Ｖｉｅｗ‐ＵＮ‐Ｎｏｔｉｃｅｓ－Ｅｎｔｉｔｉｅｓ

７８３．

　

イ ラクと しバント地方のイ スラム国リ ビア

　

御ｉ称：を）リ ビ

　　　　

アのイラクと しバ ント地方のイスラム国 （ｂ）バルカ州 （ｃ） ［新設］

Ｉ



フェッザーン州 （ｄ）トリポリタニア州 （ｅ） タラーブルス

州 （ｆ）アル・タラーブルス州

ＩＳＬＡＭ工Ｃ

　

ＳＴＡＴＥ

　

ＩＮ

　

工ＲＡＱ ＡＮＤ

　

ＴＨＥ

　

ＬＥＶＡＮＴ‐ＬＩＢＹＡ

（ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ： 挙ふ き通じａｌ戸１ ４」’－－Ｙ１ａｊ州１）

（ａ．ｋ．ａ．； （ 工ｓｌａｍｉｃ ｓｔａｔｅ

　

ｏｆ

　

ｌｒａｑ ａｎｄ

　

ｔｈｅ

　

Ｌｅｖａｎｔ

　

ｉｎ

Ｌｉｂｙａ （ｂ）Ｗｉｌａｙａｔ

　

Ｂａｒｑａ （ｃ）Ｗｉｌａｙａｔ

　

Ｆｅｚｚａｎ （ｄ）Ｗｉｌａｙａｔ

Ｔｒｉｐｏｌｉｔａｎｉａ

　　

（ｅ）Ｗｉｌａｙａｔ

　　

Ｔａｒａｂｌｕｓ・

　

（ｆ）Ｗｉｌａｙａｔ

ＡＩ－Ｔａｒａｂｌｕｓ）

旧称：不明

所在地：不明

国連制裁委員会による指定日：２０２０年３月４日

その他の情報：２０１４年１１月 にイ ブラヒーム・アッワ

ー ド・イ ブラヒーム・アリー・アル・バ ドリー・アル・サマ

ッライ （６００．に指定した個人）としてリストに掲載され

ているアブー・バクル・アル・バグダーデイの表明に基づき

設立された。イラクのアル・カーイ ダ （４５３．に指定した

団体） としてリストに掲載されているイラクとしバント地

方のイスラム国と関係がある。 同団体に対するインターボ

ール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書

のウェブ・ リ ンク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－

ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ‐ｍＪ‐Ｎｏｔｉｃｅｓ－Ｅｎｔｉｔｉｅｓ

イ ラクと しバント地方のイ スラム国イエメ ン （別称：（ａ）イ

エメ ンのイラクと しバント地方のイスラム国 （ｂ）イエメ ン

のイ スラム国 （ｃ）イエメ ンのＩＳ足 （ｄ）イエメ ンのＩＳＩＳ（ｅ）

７８４

［新設］
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アル・イエメ ン州、 イエメ ン州

工ＳＬＡＭ工Ｃ ＳＴＡＴＥ

　

工Ｎ

　

工ＲＡＱ ＡＮＤ

　

ＴＨＥ

　

ＬＥＶＡＮＴ－ＹＥＭＥＮ

（ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ： し←訓－ 迅）み 声～〆も心ん遊山 ！）

（ａ．ｋ．ａ．： （ａ）工ｓｌａｍｉｃ Ｓｔａｔｅ

　

ｏｆ

　

工ｒａｑ ａｎｄ

　

ｔｈｅ

　

Ｌｅｖａｎｔ

　

ｏｆ

Ｙｅｍｅｎ （ｂ）ｌｓｌａｍｉｃ

　

Ｓｔａｔｅ

　

ｉｎ

　

Ｙｅｍｅｎ （ｃ）ＩＳ工Ｌ

　

ｉｎ

　

Ｙｅｍｅｎ

（ｄ）工ＳＩＳ

　

ｉｎ

　

Ｙｅｍｅｎ （ｅ）Ｗｉｌａｙａｔ

　

ａｌ－Ｙｅｍｅｎ， Ｐｒｏｖｉｎｃｅ

　

ｏｆ

Ｙｅｍｅｎ）

旧称・：不明

所在地：不明

　　

、

国連制裁委員会による指定日：２０２０年３月４日

その他の情報：２０１４年１１月 にイ ブラヒーム・アッワ

ー ド・イ ブラヒーム・アリー・アル・バ ドリー・アル・サマ

ッライ （６００．に指定した個人）としてリストに掲載され

ているアブー・バクル・アル・バグダーディが忠誠の誓いを

受諾したことに基づき設立された。 イラクのアル・カーイ

ダ（４５３．に指定した団体）としてリストに掲載されてい

るイラクとしバント地方のイスラム国と関係がある。 同団

体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全

保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．

ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ‐ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅｓ／Ｖｉｅｗ‐ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅｓ‐

Ｅｎｔｉｔｉｅｓ
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糸ＳＡｉ４ｇｇ 印１授 ヤｒｅｏ

くＦ長日 掛１１１蚊 十 ｍ

－ア ル．カ ーイ ダ／ＩＳ工Ｌ （ダーイ シュ） と 関係 を 有す る 法 人 そ の 他 の 団 体

１

　

名 称

　

ジャ マ ー ・ ア ン シャ ル ッ ト・ ダウラ （ＪＡＭＡＡＨ ＡＮＳＨＡＲＵＴ ＤＡＵＬＡＨ）

　

別 名

　

（ａ）ジ ェ マ ー ・ ア ン シ ョ ル ッ ト ・ ダ ウ ラ （Ｊｅｍａａｈ Ａｎｓｈｏｒｕｔ

　

Ｄａｕｌａｈ）

　

（ｂ） ジ ャ マ ー ・ ア ン

シャ ル ッ ト・ ダウラ ッ ト （Ｊａｍａａｈ Ａｎｓｈａｒｕｔ Ｄａｕｌａｔ）

　

旧 名 称

　

不 明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〉

　

所在地

　

不明

　

名 簿に記載された年月 日

　

２０２０年３月 ４ 日

　

名 簿 記 載 者 公告 番 号

　

ＱＥ－８８

　

そ の 他 参 考 と な る べき 事 項

　

２０１５年 に当 時のＩＳ工Ｌ指 導 者 ア ブー ・ バ ク ル ・ ア ル ・バ グ ダープ ィ ヘ



の忠誠を表明したインドネシアの過激主義者グループの上部組織として設立された。 イラクのアル

　

・カーイ ダ （ＱＥ－４８） と してリス トに掲載されているイ ラクとしバ ント地方のイスラム国と関係が

ある。 同団体に対するインターポール （国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウ

ェブ ・ リ ン ク ： ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ‐ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ－ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅ Ｅｎｔｉｔｌｅｓ

２

　

＼ 名 称

　

イ ラク と しバ ン ト地 方 のイ ス ラ ム 国リ ビア （ＩＳＬＡＭＩＣ

　

ＳＴＡＴＥ

　

ＩＮ

　

ＩＲＡＱ ＡＮＤ ＴＨＥ ＬＥＶＡＮＴ－Ｌ工Ｂ

ＹＡ （ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ： 壕ギ？嵐１」通 〆’げ 」 ふ望も】１））

　

別 名

　

（ａ）リ ビ ア の イ ラ ク と し バ ン ト 地 方 の イ ス ラ ム 国 （工ｓｌａｍｉｃ ｓｔａｔｅ

　

ｏｆ

　

工ｒａｑ

　

ａｎｄ

　

ｔｈｅ

　

Ｌｅｖａｎ

ｔ

　

ｉｎ

　

Ｌｉｂｙａ）

　

（ｂ）バ ル カ 州 （Ｗｉｌａｙａｔ

　

Ｂａｒｑａ）

　

（ｃ）フ ェ ッ ザ ー ン 州 （Ｗｉｌａｙａｔ

　

Ｆｅｚｚａｎ）

　

（ｄ）トリ

　

ポリタニア 州 （Ｗｉｌａｙａｔ

　

Ｔｒｉｐｏｌｉｔａｎｉａ）

　

（ｅ） タラ ー ブ ル ス 州 （Ｗｉｌａｙａｔ

　

Ｔａｒａｂｌｕｓ）

　

（ｆ）ア ル ・ タ

　

フ ーブルス州 （Ｗｉｌａｙａｔ Ａ１‐Ｔａｒａｂｌｕｓ）

　

旧名 称

　

不 明

　

所在地

　

不明

｛

　

名 簿に記載された年月 日

　

２０２０年３月 ４ 日

　

名 簿 記載 者 公告 番 号

　

ＱＥ－８９

　

そ の 他 参 考 と な る べき 事 項

　

２０１４年１１月 にイ ブラ ヒ ー ム ・ ア ッワ ー ド・イ ブラ ヒ ー ム ・ ア リ ー ・

ア ル ・ バ ドリ ー ・ ア ル ・ サ マツ ライ （ＱＩ－１７３） と してリ ス トに 掲 載 さ れ て い る ア ブー ・ バ ク ル ・



ア ル・ バ グ ダー ディ の表 明 に基 づ き 設 立 さ れ た。 イ ラク の ア ル ・カ ーイ ダ （ＱＥ－４８） と して リ ス ト

に掲載されているイ ラクとしバント地方のイスラム国と関係がある。 同団体に対するイ ンターポー

ル （国 際刑 事 警 察機 構）・ 国連 安 全保 障 理 事会 特 別 手 配 書 の ウェ ブ・リ ンク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏ

ｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅｓ／Ｖｉｅｗ－ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅｓ ｎｔｉｔｉｅｓ

３

　

名 称

　

イ ラ ク と し バ ン ト 地 方 の イ ス ラ ム 国 イ エ メ ン （ＩＳＬＡＭＩＣ

　

ＳＴＡＴＥ

　

ＩＮ

　

ＩＲＡＱ ＡＮＤ

　

ＴＨＥ

　

ＬＥＶＡＮＴ－Ｙ

ＥＭＥＮ （ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ： 少季キーｐ崩じ ◎ 〆｝ も 夢 もぷ））

　　

別 名

　

（ａ）イ エ メ ン の イ ラ ク と し バ ン ト 地 方 の イ ス ラ ム 国 （ｌｓｌａｍｉｃ

　

Ｓｔａｔｅ

　

ｏｆ

　

工ｒａｑ

　

ａｎｄ

　

ｔｈｅ

　

Ｌｅｖ

ａｎｔ

　

ｏｆ Ｙｅｍｅｎ）

　

（ｂ）イ エ メ ン の イ ス ラ ム 国

　

ｏｓｌａｍｉｃ

　

Ｓｔａｔｅ

　

ｉｎ Ｙｅｍｅｎ）

　

（ｃ）イ エメ ンのＩＳＩＬ

　

ＯＳ

　

ＩＬ

　

ｉｎ Ｙｅｍｅｎ）

　

（ｄ）イ エ メ ン のＩＳ工Ｓ （ＩＳＩＳ

　

ｉｎ Ｙｅｍｅｎ）

　

（ｅ）ア ル ・ イ エ メ ン 州、 イ エ メ ン州 （Ｗｉｌａ

ｙａｔ

　

ａｌ－Ｙｅｍｅｎ，
Ｐｒｏｖｉｎｃｅ

　

ｏｆ Ｙｅｍｅｎ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

旧名 称

　

不 明

　

所在地

　

不明

　

名 簿に記載された年月 日

　

２０２０年３月 ４ 日

　

名 簿 記 載 者 公 告 番 号

　

ＱＥ－９０

　

そ の他 参 考 と な る べき 事 項

　

２０１４年１１月 にイ ブラ ヒ ー ム ・ ア ッワ ー ド・イ ブラ ヒ ー ム ・ ア リ ー ・

ア ル ・ バ ドリ ー ・ ア ル ・ サ マ ッライ （ＱＩ－１７３） と して リ ス トに 掲 載 さ れ て い る ア ブ ー ・ バ ク ル ・



アル・バグダーディが忠誠の誓いを受諾したことに基づき設立された。 イ ラクのアル・カーイ ダ （Ｑ

Ｅ－４８） と して リ ス トに 掲 載 さ れ て い るイ ラク と しバ ン ト地 方 のイ ス ラ ム 国 と 関係 が ある。 同 団 体

に対するインターポール （国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク

： ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅｓ／Ｖｉｅｗ－ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅｓ－Ｅｎｔｉｔｌｅｓ


